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別 記 

１ 光電話サービスの提供区域等 

（１）光電話サービスの提供区域 

光電話サービスの提供区域は、次に掲げる市町村の区域のうち当社が別に定める区域とします。また提供

区域名は、各市町村の区域の略称とします。各提供区域における提携事業者、特定協定事業者は次のとおり

とします。 
地

域 
市町村の区域 提供区域名 提携事業者 特定協定事業者 

初期提供開始

日の引継ぎ 

愛

媛

県 

松山市 ピカラ（愛媛） 
株式会社 

愛媛ＣＡＴＶ 
－ 可 

松山市（旧北条市地区、平井

町、北梅本町）、東温市、伊

予郡（松前町、砥部町） 

ピカラ愛媛ＣＡＴＶ － 
株式会社 

愛媛ＣＡＴＶ 
可 

[エリア区分(１)] 

宇和島市 
ピカラＵＣＡＴ 

宇和島ケーブル 

テレビ株式会社 
－ 

可 

（ただし、エ

リア区分(1)

に限ります） 

[エリア区分(２)] 

北宇和郡鬼北町、松野町 

宇和島市の内、当社が別に定

める「エリア区分(１)」の提

供区域を除く区域 

ピカラ（宇和島市） 
宇和島ケーブル 

テレビ株式会社 
宇和島市 可 

今治市 ピカラＩＣＫ 

今治シーエーテ

ィーブィ株式会

社 

－ － 

西予市 ピカラ西予 
西予ＣＡＴＶ 

株式会社 
－ 可 

八幡浜市、伊方町 ピカラ八西 
一般財団法人 

八西ＣＡＴＶ 
－ 可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 記 

１ 光電話サービスの提供区域等 

（１）光電話サービスの提供区域 

光電話サービスの提供区域は、次に掲げる市町村の区域のうち当社が別に定める区域とします。また提供

区域名は、各市町村の区域の略称とします。各提供区域における提携事業者、特定協定事業者は次のとおり

とします。 
地

域 
市町村の区域 提供区域名 提携事業者 特定協定事業者 

初期提供開始

日の引継ぎ 

愛

媛

県 

松山市 ピカラ（愛媛） 
株式会社 

愛媛ＣＡＴＶ 
－ 可 

松山市（旧北条市地区、平井

町、北梅本町）、東温市、伊

予郡（松前町、砥部町） 

ピカラ愛媛ＣＡＴＶ － 
株式会社 

愛媛ＣＡＴＶ 
可 

[エリア区分(１)] 

宇和島市 
ピカラＵＣＡＴ 

宇和島ケーブル 

テレビ株式会社 
－ 

可 

（ただし、エ

リア区分(1)

に限ります） 

[エリア区分(２)] 

北宇和郡鬼北町、松野町 

宇和島市の内、当社が別に定

める「エリア区分(１)」の提

供区域を除く区域 

ピカラ（宇和島市） 
宇和島ケーブル 

テレビ株式会社 
宇和島市 可 

今治市 ピカラＩＣＫ 

今治シーエーテ

ィーブィ株式会

社 

－ － 

西予市 ピカラ西予 
西予ＣＡＴＶ 

株式会社 
－ 可 

八幡浜市、伊方町 ピカラ八西 
一般財団法人 

八西ＣＡＴＶ 
－ 可 

新居浜市、西条市 ピカラ新居浜・西条 － － 可 
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料金表 

第１表 料金 

第１ 基本利用料 

 １ 適用 

（２）光電話サービスに関する種類の適用 

  当社は、別記１で定める提供区域に対して、下表のとおり光電話サービスを提供します。 

                           （〇 提供中、－ 提供外） 

地

域 
提供区域名 

提供する種類 

ｺｰｽ 1 
(光でん

わ) 

ｺｰｽ 2 
(光でん

わ(Ｍ)) 

ｺｰｽ 3 
(光でん

わ) 

ｺｰｽ 4 
(光でん

わ(Ｖ)) 

ｺｰｽ 5 
(てれび

移行) 

ｺｰｽ 6 
(光でん

わ(Ｖ)) 

ｺｰｽ 7 
(光でん

わ(Ｔ)) 

ｺｰｽ 8 
(光でん

わ(Ｔ)) 

ｺｰｽ 9 
(光でん

わ(Ｖ)) 

香

川

県 

ピカラ（香川） ○ ○ － ○※1 － ○※2 － － － 

ピカラさぬき市 ○ － － ○ － ○ － － － 

ピカラＣＶＣ ○ － － ○ － － － － － 

ピカラＭＣＢ ○ － － ○ － ○ － － － 

ピカラ東かがわ ○ － － ○ － － － － － 

ピカラＫＢＮ ○ － － － － － － － － 

愛

媛

県 

ピカラ（愛媛） ○ ○ － ○ － － － － － 

ピカラ愛媛ＣＡＴＶ ○ － － ○ － － － － － 

ピカラＵＣＡＴ ○ － － ○ － ○ － － － 

ピカラ（宇和島市） ○ － － ○ － － － － － 

ピカラＩＣＫ ○ － － － － － － － － 

ピカラ西予 ○ － － ○ － － － － － 

ピカラ八西 ○ － － ○ － ○ － － － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料金表 

第１表 料金 

第１ 基本利用料 

 １ 適用 

（２）光電話サービスに関する種類の適用 

  当社は、別記１で定める提供区域に対して、下表のとおり光電話サービスを提供します。 

                           （〇 提供中、－ 提供外） 

地

域 
提供区域名 

提供する種類 

ｺｰｽ 1 
(光でん

わ) 

ｺｰｽ 2 
(光でん

わ(Ｍ)) 

ｺｰｽ 3 
(光でん

わ) 

ｺｰｽ 4 
(光でん

わ(Ｖ)) 

ｺｰｽ 5 
(てれび

移行) 

ｺｰｽ 6 
(光でん

わ(Ｖ)) 

ｺｰｽ 7 
(光でん

わ(Ｔ)) 

ｺｰｽ 8 
(光でん

わ(Ｔ)) 

ｺｰｽ 9 
(光でん

わ(Ｖ)) 

香

川

県 

ピカラ（香川） ○ ○ － ○※1 － ○※2 － － － 

ピカラさぬき市 ○ － － ○ － ○ － － － 

ピカラＣＶＣ ○ － － ○ － － － － － 

ピカラＭＣＢ ○ － － ○ － ○ － － － 

ピカラ東かがわ ○ － － ○ － － － － － 

ピカラＫＢＮ ○ － － － － － － － － 

愛

媛

県 

ピカラ（愛媛） ○ ○ － ○ － － － － － 

ピカラ愛媛ＣＡＴＶ ○ － － ○ － － － － － 

ピカラＵＣＡＴ ○ － － ○ － ○ － － － 

ピカラ（宇和島市） ○ － － ○ － － － － － 

ピカラＩＣＫ ○ － － － － － － － － 

ピカラ西予 ○ － － ○ － － － － － 

ピカラ八西 ○ － － ○ － ○ － － － 

ピカラ新居浜・西条 ○ － － － － － － － － 
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第２表 工事に関する費用 

第１ 工事費 

１ 適用 

(１)略 

 (２)工事適用種別 

イ 別記１に定める提供区域に対する工事適用種別は、次のとおりとします。 

地

域 
提供区域名 工事適用種別 

愛

媛

県 

ピカラ（愛媛） （Ｂ） 

ピカラ愛媛ＣＡＴＶ （Ｃ） 

ピカラＵＣＡＴ （Ｂ） 

ピカラ（宇和島市） （Ｃ） 

ピカラＩＣＫ （Ｂ） 

ピカラ西予 （Ｂ） 

ピカラ八西 （Ｂ） 

(３)略 

(４)略 

(５)契約者回線等の移転に係る工事費の適用 

ア 契約者回線等の移転に係る工事費は、解約に係る工事費及び移転先での新規に係る工事費を適用しま

す。ただし、交換機等工事費、回線終端装置工事費については適用しません。 

イ 別記１で定める以下の提供区域に移転された場合は、新規に係る工事費について適用しません。 

  ピカラ（香川）、ピカラ（愛媛）、ピカラ（徳島）、ピカラさぬき市、ピカラ東かがわ、ピカラＫＣ

Ｂ、ピカラ愛媛ＣＡＴＶ、ピカラ中土佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２表 工事に関する費用 

第１ 工事費 

１ 適用 

(１)略 

 (２)工事適用種別 

イ 別記１に定める提供区域に対する工事適用種別は、次のとおりとします。 

地

域 
提供区域名 工事適用種別 

愛

媛

県 

ピカラ（愛媛） （Ｂ） 

ピカラ愛媛ＣＡＴＶ （Ｃ） 

ピカラＵＣＡＴ （Ｂ） 

ピカラ（宇和島市） （Ｃ） 

ピカラＩＣＫ （Ｂ） 

ピカラ西予 （Ｂ） 

ピカラ八西 （Ｂ） 

ピカラ新居浜・西条 （Ａ） 

(３)略 

(４)略 

(５)契約者回線等の移転に係る工事費の適用 

ア 契約者回線等の移転に係る工事費は、解約に係る工事費及び移転先での新規に係る工事費を適用しま

す。ただし、交換機等工事費、回線終端装置工事費については適用しません。 

イ 別記１で定める以下の提供区域に移転された場合は、新規に係る工事費について適用しません。 

  ピカラ（香川）、ピカラ（愛媛）、ピカラ（徳島）、ピカラさぬき市、ピカラ東かがわ、ピカラＫＣ

Ｂ、ピカラ愛媛ＣＡＴＶ、ピカラ新居浜・西条、ピカラ中土佐 
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附 則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この約款は、２０２２年８月１日から適用します。ただし、別記１（１）の提供区域名ピカラ新居浜・西

条における光電話サービスの提供開始は、２０２２年１１月１日以降とします。 

（経過措置） 

２ この改正約款実施前に、改正前の約款に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービ

スの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 


